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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体プロセスチャンバで使用するための加熱ランプであって、
　加熱ランプ外囲器内に配置されたフィラメントを有する前記加熱ランプ外囲器と、
　前記加熱ランプ外囲器が張り出している第１の表面と、前記第１の表面に平行で前記第
１の表面に対向する第２の表面と、互いに平行で対向する２つの第３の表面とを有し、前
記２つの第３の表面が前記第１の表面と前記第２の表面の間に延びている基部と、
　改善された握り部をユーザに与えるために前記２つの第３の表面の中に延びる１つまた
は複数の凹部と
を備え、前記１つまたは複数の凹部は、互いに平行で、前記加熱ランプ外囲器の主軸に実
質的に垂直である直線軸を有する加熱ランプ。
【請求項２】
　半導体プロセスチャンバで使用するための加熱ランプアレイであって、
　複数の請求項１に記載の加熱ランプであり、隣接する加熱ランプ基部間の距離が加熱ラ
ンプのフィラメントにフィラメント材料の再堆積を生じさせる加熱ランプ温度を維持する
ように前記隣接する加熱ランプ基部間の空気流を低減させる複数の加熱ランプ
を備える、加熱ランプアレイ。
【請求項３】
　円形アレイに配置された複数のソケットをさらに含み、前記複数の加熱ランプのそれぞ
れの加熱ランプが前記複数のソケットの対応するソケットに結合される、請求項２に記載
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の加熱ランプアレイ。
【請求項４】
　チャンバ本体と、
　前記チャンバ本体内に配置された加熱ランプアレイであり、円形アレイに配置された複
数のソケットと、前記複数のソケットにそれぞれ結合される複数の請求項１に記載の加熱
ランプとを含む前記加熱ランプアレイと、を備え、隣接する加熱ランプ基部間の距離が加
熱ランプのフィラメントにフィラメント材料の再堆積を生じさせる加熱ランプ温度を維持
するように前記隣接する加熱ランプ基部間の空気流を低減させ、前記円形アレイの各加熱
ランプは、各基部から内向きに放射状にかつ前記チャンバ本体の下面に実質的に平行に延
びている加熱ランプ外囲器を有している
プロセスチャンバ。
【請求項５】
　前記１つまたは複数の凹部が、前記基部の幅に沿って中央に配置される、請求項１から
４のいずれかに記載の加熱ランプ。
【請求項６】
　前記１つまたは複数の凹部が、前記基部の両側に配置された２つの凹形チャネルである
、請求項１から４のいずれかに記載の加熱ランプ。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の凹部が、約１０ｍｍ～約１５ｍｍの幅と、約０．３ｍｍ～約１ｍ
ｍの深さとを有する、請求項１から４のいずれかに記載の加熱ランプ。
【請求項８】
　前記基部が、約４３ｍｍ～約４５ｍｍの幅と、約２５ｍｍ～約２８ｍｍの長さと、約４
３ｍｍ～約４６ｍｍの厚さとを有する、請求項１から４のいずれかに記載の加熱ランプ。
【請求項９】
　前記基部は、前記基部の１つまたは複数の側面の少なくとも一部分に配置され、前記少
なくとも一部分から延びる複数のフィンを含む、請求項１から４のいずれかに記載の加熱
ランプ。
【請求項１０】
　前記凹部が、前記フィンの少なくともいくつかに少なくとも部分的に配置される、請求
項９に記載の加熱ランプ。
【請求項１１】
　前記複数のフィンが、前記加熱ランプ外囲器に隣接する前記基部の第１の端部から前記
１つまたは複数の凹部を越える点まで延び、前記複数のフィンが、前記基部の反対側の端
部に達する前に終了する、請求項１０に記載の加熱ランプ。
【請求項１２】
　前記基部が酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）から製作される、請求項１から４のいずれか
に記載の加熱ランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に、加熱ランプを使用する半導体処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体プロセスチャンバで利用される従来の加熱ランプは、一般に、加熱ランプのまわ
りに高い空気流を許すプロファイルを有することに本発明者は気づいた。この高い空気流
により、加熱ランプ構成要素は十分に低い温度に冷やされ、それにより、材料が、好まし
くないことに、加熱ランプ構成要素に堆積する。例えば、タングステン（Ｗ）などの材料
から製作されたフィラメントを有する加熱ランプでは、フィラメント材料が昇華して、加
熱ランプの内側表面に堆積することがある。フィラメント材料が加熱ランプの内側表面に
堆積するようになる（フィラメントに再堆積するのではなく）ことによって、フィラメン
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トは消耗した状態になり、それにより、脆弱化が生じ、フィラメントのあり得る故障がも
たらされる。
　加えて、従来から利用されている加熱ランプは、一般に、平滑な表面をもつ基部を有す
る。そのような平滑な表面は、加熱ランプの安全な除去および／または設置を容易にする
ための十分な握り部を備えていないことに本発明者は気づいた。例えば、ユーザの手が、
基部から滑り、加熱ランプの熱いまたは帯電した構成要素に接触し、それによって、けが
をすることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　それ故に、本発明者は改善された加熱ランプを提供した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　例えば半導体基板処理で使用するための加熱ランプおよび加熱ランプアレイの実施形態
が本明細書で開示される。いくつかの実施形態では、加熱ランプは、加熱ランプ外囲器（
heating lamp envelope）内に配置されたフィラメントを有する加熱ランプ外囲器と、加
熱ランプ外囲器を支持するために加熱ランプ外囲器に結合された基部と、改善された握り
部をユーザに与えるために基部に形成された１つまたは複数の凹部とを含むことができる
。いくつかの実施形態では、半導体プロセスチャンバで使用するための加熱ランプアレイ
は、複数の加熱ランプを含むことができ、各加熱ランプは、加熱ランプ外囲器内に配置さ
れたフィラメントを有する加熱ランプ外囲器と、加熱ランプ外囲器を支持するために加熱
ランプ外囲器に結合された基部であり、隣接する加熱ランプ基部間の距離が約０．０２イ
ンチ～約０．０８インチである、基部とを含む。
　いくつかの実施形態では、半導体プロセスチャンバで使用するための加熱ランプアレイ
は、複数の加熱ランプを含むことができ、各加熱ランプは、加熱ランプ外囲器内に配置さ
れたフィラメントを有する加熱ランプ外囲器と、加熱ランプ外囲器を支持するために加熱
ランプ外囲器に結合された基部であり、基部が改善された握り部をユーザに与えるために
基部に形成された１つまたは複数の凹部を有し、隣接する加熱ランプ基部間の距離が約０
．０２インチ～約０．０８インチである、基部とを含む。
　いくつかの実施形態では、プロセスチャンバは、チャンバ本体と、チャンバ本体内に配
置された加熱アレイであり、円形アレイに配置された複数のソケットと、複数のソケット
にそれぞれ結合される複数の加熱ランプとを含み、複数の加熱ランプの各々が、加熱ラン
プ外囲器内に配置されたフィラメントを有する加熱ランプ外囲器と、加熱ランプ外囲器を
支持するために加熱ランプ外囲器に結合された基部であり、基部が、改善された握り部を
ユーザに与えるために基部に形成された１つまたは複数の凹部と、基部の１つまたは複数
の側面の少なくとも一部分に配置され、この少なくとも一部分から延びる複数のフィンと
を有し、隣接する加熱ランプ基部間の距離が約０．０２インチ～約０．０８インチである
、基部とを含む、加熱アレイとを含むことができる。
【０００５】
　本発明の他のおよびさらなる実施形態が以下で説明される。
　上述で簡単に要約し、以下でさらに詳細に論じる本発明の実施形態は、添付図面に示さ
れる本発明の例示的な実施形態を参照することによって理解することができる。しかし、
添付図面は本発明の典型的な実施形態のみを示しており、それ故に、本発明は他の等しく
効果的な実施形態を認めることができるので本発明の範囲を限定すると見なされるべきで
ないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプとともに使用するのに好適なプロ
セスチャンバの図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプの図である。
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【図３】本発明のいくつかの実施形態による、プロセスチャンバで使用するのに好適な加
熱ランプのアレイの図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプで使用するのに好適な基部の様々
な図である。
【図５】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプで使用するのに好適な基部の様々
な図である。
【図６】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプで使用するのに好適な基部の様々
な図である。
【図７】本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプで使用するのに好適な基部の様々
な図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　理解しやすくするために、同一の参照番号が、可能であれば、図に共通する同一の要素
を指定するために使用されている。図は原寸に比例して描かれておらず、明瞭にするため
に簡単化されていることがある。１つの実施形態の要素および特徴は、さらなる詳述なし
に他の実施形態に有益に組み込むことができると考えられる。
　従来の加熱ランプと比較して空気流の減少を容易にすることができる加熱ランプ基部を
有する加熱ランプの実施形態が、本明細書で開示される。本発明の実施形態は、有利には
、従来の加熱ランプと比較して有効寿命が延びた加熱ランプを提供することができる。本
発明の加熱ランプは、さらに有利には、加熱ランプの設置および／または除去を容易にす
るために握り面をユーザに与え、それによって、加熱ランプの設置および／または除去の
間のユーザのけがの危険性を減少させることができる。
【０００８】
　図１は、本発明のいくつかの実施形態による加熱ランプとともに使用するのに好適なプ
ロセスチャンバ１００の概略側面図を示す。いくつかの実施形態では、プロセスチャンバ
１００は、カリフォルニア州、サンタクララの　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，
　Ｉｎｃ．から入手可能なＥＰＩ（登録商標）リアクタのうちの任意のものなどの市販の
プロセスチャンバとするか、または本明細書で説明するような加熱ランプを使用できる任
意の好適な半導体プロセスチャンバとすることができる。加熱ランプを使用する他のプロ
セスチャンバは、やはり、本明細書で提供する教示から利益を得ることができる。
　プロセスチャンバ１００は、一般に、チャンバ本体１１０、支援システム１３０、およ
びコントローラ１４０を含むことができる。チャンバ本体１１０は、一般に、上部部分１
０２、下部部分１０４、および筐体１２０を含む。チャンバ本体１１０内の所望の圧力を
維持しやすくするために、真空システム１２３をチャンバ本体１１０に結合することがで
きる。いくつかの実施形態では、真空システム１２３は、チャンバ本体１１０を排気する
ために使用されるスロットルバルブ（図示せず）および真空ポンプ１１９を含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、チャンバ本体１１０の内部の圧力は、スロットルバルブ
および／または真空ポンプ１１９を調節することによって調整することができる。
　上部部分１０２は下部部分１０４上に配置され、リッド１０６、クランプリング１０８
、ライナ１１６、基部プレート１１２、１つまたは複数の上部加熱ランプ１３６および１
つまたは複数の下部加熱ランプ１３８、ならびに上部パイロメーター１５６を含む。いく
つかの実施形態では、リッド１０６はドーム様形状係数を有するが、しかし、他の形状係
数を有するリッド（例えば、平坦または背向曲線リッド）も考えられる。
【０００９】
　下部部分１０４は、プロセスガス取入れ口１１４および排気口１１８に結合され、基部
プレートアセンブリ１２１、下部ドーム１３２、基板支持体１２４、予熱リング１２２、
基板リフトアセンブリ１６０、基板支持アセンブリ１６４、１つまたは複数の上部加熱ラ
ンプ１５２および１つまたは複数の下部加熱ランプ１５４、ならびに下部パイロメーター
１５８を含む。「リング」という用語は予熱リング１２２などのプロセスチャンバ１００
のいくつかの構成要素を説明するために使用されるが、これらの構成要素の形状は円形で
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ある必要はなく、限定はしないが、長方形、多角形、楕円形などを含む任意の形状を含む
ことができることが考えられる。いくつかの実施形態では、ガス供給１１７は、１つまた
は複数のプロセスガスを、入口１１４を介してプロセスチャンバ１００に供給することが
できる。そのような実施形態では、ガス供給１１７からのプロセスガスの流れを制御する
ために、バルブまたは質量流量コントローラ１１５をガス供給１１７に結合することがで
きる。
【００１０】
　処理の間、基板１０１は基板支持体１２４に配置される。加熱ランプ１３６、１３８、
１５２、および１５４は、赤外（ＩＲ）放射（例えば熱）の供給源であり、動作時に、基
板１０１の端から端までの所定の温度分布を発生する。加熱ランプ１３６、１３８、１５
２、および１５４は、例えば、２ｋＷランプ、３ｋＷランプなどのような半導体処理に好
適な任意のタイプの加熱ランプとすることができる。リッド１０６、クランプリング１０
８、および下部ドーム１３２は、石英から形成されるが、しかし、これらの構成要素を形
成するために他のＩＲ透過性プロセス適合材料を使用することもできる。
【００１１】
　基板支持アセンブリ１６４は、一般に、基板支持体１２４に結合された複数の支持ピン
１６６を有する支持ブラケット１３４を含む。基板リフトアセンブリ１６０は、基板リフ
トシャフト１２６と、基板リフトシャフト１２６のそれぞれのパッド１２７に選択的に載
る複数のリフトピンモジュール１６１とを含む。いくつかの実施形態では、リフトピン１
２８が、基板支持体１２４の第１の開口１６２を通して移動可能に配置される。動作時に
、基板リフトシャフト１２６は、リフトピン１２８と係合するように移動される。係合さ
れると、リフトピン１２８は、基板支持体１２４の上方に基板１０１を持ち上げるか、ま
たは基板支持体１２４上に基板１０１を下ろすことができる。
　支援システム１３０は、プロセスチャンバ１００で所定のプロセス（例えば、エピタキ
シャル膜の成長）を実行しモニタするために使用される構成要素を含む。そのような構成
要素は、一般に、様々なサブシステム（例えば、ガスパネル、ガス分配導管、真空および
排気サブシステムなど）と、プロセスチャンバ１００のデバイス（例えば、電源、プロセ
ス制御機器など）とを含む。これらの構成要素は当業者によく知られており、明瞭にする
ために図面から省略されている。
【００１２】
　コントローラ１４０は、プロセスチャンバ１００の構成要素を制御するために、設けて
、プロセスチャンバ１００に結合することができる。コントローラ１４０は、基板プロセ
スチャンバの動作を制御するための任意の好適なコントローラとすることができる。コン
トローラ１４０は、一般に、中央処理装置（ＣＰＵ）１４２、メモリ１４４、および支援
回路１４６を含み、直接に（図１に示すように）、または代替としてプロセスチャンバお
よび／または支援システムに関連するコンピュータ（またはコントローラ）を介して、プ
ロセスチャンバ１００および支援システム１３０に結合されて、それらを制御する。
　ＣＰＵ１４２は、産業環境で使用することができる汎用コンピュータプロセッサの任意
の形態とすることができる。支援回路１４６は、ＣＰＵ１４２に結合され、キャッシュ、
クロック回路、入力／出力サブシステム、電源などを含むことができる。例えば以下の図
２に関して本明細書で開示する基板を処理する方法などのソフトウェアルーチンは、コン
トローラ１４０のメモリ１４４に記憶させることができる。ソフトウェアルーチンは、Ｃ
ＰＵ１４２で実行されると、ＣＰＵ１４２を特定目的コンピュータ（コントローラ）１４
０に変換する。ソフトウェアルーチンは、コントローラ１４０から遠く離して設置された
第２のコントローラ（図示せず）で記憶および／または実行することもできる。代替とし
てまたは組み合わせて、いくつかの実施形態では、例えば、プロセスチャンバ１００がマ
ルチチャンバ処理システムの一部である場合、マルチチャンバ処理システムの各プロセス
チャンバは、その特定のプロセスチャンバで実行することができる本明細書で開示する本
発明の方法の一部を制御するためのそれ自体のコントローラを有することができる。その
ような実施形態では、個別のコントローラは、コントローラ１４０と同様に構成すること
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ができ、プロセスチャンバ１００の動作の同期をとるためにコントローラ１４０に結合す
ることができる。
【００１３】
　図２を参照すると、いくつかの実施形態では、加熱ランプ２００は（例えば、上述の加
熱ランプ１３６、１３８、１５２、１５４のいずれも）、一般に、内部容積部２０４を有
するランプ外囲器２０２を含むことができる。ランプ外囲器２０２は、石英、ガラス、ま
たは他の好適な材料などの透明または半透明の材料で形成することができる。
【００１４】
　フィラメント２０６は内部容積部２０４内に配置されて、電流が加熱ランプ２００のフ
ィラメント２０６に供給されるときに熱エネルギーを供給する。フィラメント２０６は、
フィラメント２０６の第１の端部２１１と第２の端部２１３との間に配置される本体２０
５を含む。フィラメント２０６は、第１の端部２１１で第１の導電体２０８に結合される
。いくつかの実施形態では、フィラメント２０６は、内部容積部２０４内に配置された１
つまたは複数の支持基部２０９から延びる１つまたは複数の支持構造体（図示せず）で支
持することができる。いくつかの実施形態では、導電性の第１のインターセプタバー（ｉ
ｎｔｅｒｃｅｐｔｏｒ　ｂａｒ）２１０を、ランプ外囲器２０２内でフィラメント２０６
の下に配置することができる。本明細書で使用される「の下に」は、フィラメントが使用
中にまたは時がたつにつれて十分な程度まで弛んだときに導電性の第１のインターセプタ
バー２１０に接触できる限り、フィラメント２０６の真下に、またはフィラメント２０６
に対してある角度で（例えば、フィラメント２０６の下方で横に）の両方を意味する。第
１のインターセプタバー２１０は、フィラメント２０６の第２の端部２１３と第２の導電
体２１２との間で結合することができる。一般的な動作の間、電流は、第１の導電体２０
８を介してランプの中に流れ、フィラメント２０６を通り、第１のインターセプタバー２
１０を伝わり、そして第２の導電体２１２を介してランプを出ていく。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、フィラメント２０６は堅く巻かれたワイヤからなり、次に、
堅く巻かれたワイヤは複数のコイル２１８へと巻き付けられる。複数のコイル２１８は、
フィラメント２０６の本体２０５を形成することができる。しかし、環、螺旋、または他
の好適なコイル様構成などのフィラメントの他の構成が可能である。例えば、コイル２１
８および二次コイル（図示せず）を設けることによってフィラメントの長さおよび電流経
路を増加させると、フィラメント１０６による抵抗は増加することができ、それにより、
ランプはより低い電流で動作することができるようになる。フィラメントは、タングステ
ン（Ｗ）または別の好適なフィラメント材料で形成することができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、内部容積部２０４は、不活性ガス、例えばアルゴン、ヘリウ
ムなどと、さらに、臭素または臭化水素などのハロゲンガスとで充満させることができる
。ハロゲンガスは、加熱ランプ２００の使用中に存在すると、フィラメント２０６へのフ
ィラメント材料の再堆積を容易にすることによって加熱ランプ外囲器２０２の内部表面２
１６へのフィラメント材料の堆積を防止することができる。
　加熱ランプ２００は、基部２０３であって、それを通して配置される第１および第２の
導電体２０８、２１２を有する基部２０３をさらに含むことができる。基部２０３は、ソ
ケットアセンブリ（以下で説明する）または他の同様の構造体に保持されることなどによ
ってランプ２００を支えることができる。基部は、ランプを支えるのに好適な任意の非導
電性材料、例えば酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）などのようなセラミックから製作するこ
とができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の加熱ランプ（例えば、上述の加熱ランプ１
３６、１３８、１５２、１５４）は、プロセスチャンバ（例えば、上述のプロセスチャン
バ１００）内に所望の温度プロフィルを与えてプロセスチャンバ内のプロセスを容易にす
るのに好適なように配列または構成することができる。例えば、いくつかの実施形態では
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、一群の上部加熱ランプ１３６、１３８または下部加熱ランプ１５２、１５４の１つまた
は複数（上部加熱ランプ１３６が示されている）は、例えば、図３に示すように円形アレ
イなどのアレイに配列することができる。そのような実施形態では、一群の加熱ランプ１
３６の各加熱ランプ２００は、加熱ランプ２００に電力を供給するためにそれぞれのソケ
ット３０４に結合することができる。ソケット３０４は、例えば、上述の筐体１２０など
のプロセスチャンバの任意の部分、または任意の他の好適な場所の任意の部分で支えられ
るかまたはそれに結合され、所望に応じてランプを位置づけて、使用中にランプからの熱
エネルギーをプロセスチャンバに供給しやすくすることができる。
【００１８】
　加熱ランプ２００の使用中、加熱ランプ２００のまわりの空気流（矢印３０６で示され
る）が加熱ランプ外囲器２０２の冷却を引き起こすことがあることに本発明者は気づいた
。隣接する従来の加熱ランプの間の間隙３１０のサイズに起因して、空気流の量は、好ま
しくないことに、加熱ランプ外囲器２０２内に材料を堆積させるのに十分な温度まで加熱
ランプ外囲器２０２を冷却することがあることに本発明者はさらに気づいた。例えば、加
熱ランプがタングステン（Ｗ）などの材料から製作されたフィラメント２０６を含む実施
形態では、フィラメント材料は昇華して加熱ランプ外囲器２０２に堆積することがある。
加えて、例えば臭素（Ｂｒ）または臭化水素（ＨＢｒ）などのハロゲンガスが、昇華した
フィラメント材料をフィラメント２０６に再堆積させて戻しやすくするためにランプ外囲
器２０２に供給される実施形態では、ハロゲンガスが加熱ランプ外囲器２０２に堆積する
ことがある。ハロゲンガスは、加熱ランプ外囲器２０２に堆積することによって、昇華し
たフィラメント材料をフィラメント２０６に再堆積させて戻しやすくするのに役立たなく
なり、それによって、フィラメント材料が加熱ランプ外囲器２０２にさらに堆積するよう
になる。フィラメント材料がフィラメント２０６に再堆積するのではなくランプ外囲器２
０２に堆積するようになることによって、フィラメント２０６は消耗した状態になり、そ
れにより、脆弱化と、フィラメント２０６のあり得る故障とが生じる。
【００１９】
　したがって、いくつかの実施形態では、基部２０３は、隣接する加熱ランプ２００間の
空気流３０６を「絞る」（すなわち、制限する）のに十分な寸法を有することができる。
例えば、アレイに配置されたときにランプの隣接する基部の間の最小距離が約０．０２イ
ンチ（または約０．５０ｍｍ）～約０．０８インチ（または約２ｍｍ）、またはいくつか
の実施形態によっては約０．０３インチ（または約０．７６ｍｍ）となるような基部サイ
ズを有するようにランプを構成することによって空気流を十分に制限することができるこ
とに本発明者等は気づいた。隣接する加熱ランプ２００間の空気流３０６を制限すること
によって、加熱ランプ２００の加熱ランプ外囲器２０２は、有利には、高温に維持するこ
とができ、それによって、加熱ランプ外囲器２０２へのフィラメント材料および／または
ハロゲンガスの堆積が防止され、このようにして、フィラメント２０６へのフィラメント
材料の再堆積の増加が可能になる。フィラメント２０６へのフィラメント材料の再堆積の
増加を可能にすることによって、フィラメントの消耗のレートを減少させ、それによって
、消耗効果に起因するフィラメント２０６の故障を減少または除去し、フィラメント２０
６の有効寿命を延ばすことができることに本発明者は気づいた。
　基部２０３は、隣接する加熱ランプ２００間の空気流３０６を制限するのに好適な寸法
を有することができる。例えば、いくつかの実施形態では、基部は、図４に示すように、
約４３ｍｍ～約４５ｍｍの幅４０２を有することができる。いくつかの実施形態では、基
部２０３は、約２５ｍｍ～約２８ｍｍの長さ４０４を有することができる。図５を参照す
ると、いくつかの実施形態では、基部は、約４３ｍｍ～約４６ｍｍの厚さ５０４を有する
ことができる。
【００２０】
　従来から利用されている加熱ランプでは、例えば基部などの加熱ランプの構成要素が平
滑な表面であることに本発明者はさらに気づいた。そのような平滑な表面は、例えば、手
による加熱ランプの設置および／または除去を容易にするための十分な握り面を備えてお
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らず、そのために、好ましくないことに、ユーザの手が基部から滑り、熱い表面（例えば
、加熱ランプ外囲器）に接触し、それによって、けがをするかまたはランプを損傷するこ
とがあることに本発明者は気づいた。したがって、いくつかの実施形態では、基部２０３
は、改善された握り部をユーザに与えるように構成された、図５に示すものなどの１つま
たは複数の凹部（２つの凹部５０２が示されている）を含むことができる。１つまたは複
数の凹部５０２を備えることによって、十分な握り面がユーザに与えられ、それによって
、ユーザの手が基部から滑り、加熱ランプの帯電したまたは熱い構成要素に接触すること
によって引き起こされるユーザのけがまたはランプの損傷の危険性が減少する。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の凹部５０２は、基部２０３の対置する側５
０６に配置された２つの凹部５０２からなることができる（より多いまたはより少ない凹
部５０２を備えることができるのではあるが）。凹部５０２は、加熱ランプの設置または
除去を可能にするためにユーザによるランプの握りの改善を促進するのに好適なように位
置づけることができる。例えば、いくつかの実施形態では、凹部５０２は基部２０３の幅
に沿って中央に位置決めして配置することができる。いくつかの実施形態では、凹部は、
円筒の側壁の部分と基部２０３との交線によって形成されるような基部２０３の凹曲面部
分とすることができる。いくつかの実施形態では、凹部は各々直線軸を有し、直線軸は互
いに平行で、ランプの主軸（例えば、基部から外囲器の先端に及ぶ）に実質的に垂直であ
る。いくつかの実施形態では、凹部は、基部２０３の両側に配置された１対の凹状凹部ま
たはチャネルとすることができる。
【００２２】
　凹部５０２は、前述の握り部を用意するのに好適な任意の寸法を有することができる。
例えば、いくつかの実施形態では、各凹部５０２は、約１０ｍｍ～約１５ｍｍの幅５０８
を有することができる。いくつかの実施形態では、凹部は、約０．３ｍｍ～約１ｍｍの深
さ５１０を有することができる。
【００２３】
　上述の実施形態のいずれでも、基部２０３は、例えば、図６および図７に示したものな
どの、基部２０３の側面５０６に配置され、それから延びる複数のフィン６０２を含むこ
とができる。複数のフィン６０２を設けることによって、隣接する加熱ランプ（例えば、
上述のような）間の空気流をさらに減少させることができ、それによって、加熱ランプは
高温に維持されるようになり、それによって、加熱ランプ外囲器へのフィラメント材料お
よび／またはハロゲンガスの堆積がさらに防止され、フィラメントへのフィラメント材料
の再堆積の増加が可能になることに本発明者は気づいた。複数のフィン６０２もまたラン
プ２００を扱うときのユーザの握りをさらに強化することができる。複数のフィン６０２
は、上述の空気流の減少を行うのに好適なように任意に構成することができる。例えば、
いくつかの実施形態では、複数のフィン６０２は基部２０３の長さ４０４全体に沿って配
置することができる。代替として、いくつかの実施形態では、複数のフィン６０２は、基
部２０３の長さ４０４よりも短くすることができる。例えば、いくつかの実施形態では、
複数のフィン６０２は、少なくとも、１つまたは複数の凹部５０２に沿って設けることが
できる。いくつかの実施形態では、複数のフィン６０２は、加熱ランプ外囲器２０２に隣
接する基部２０３の第１の端部から１つまたは複数の凹部５０２を越えた点まで延びるが
、基部２０３の反対側の第２の端部に達する前に終了することができる。複数のフィン６
０２は、上述の減少した空気流を実現するのに好適な任意の寸法を有することができる。
【００２４】
　このように、改善された加熱ランプが本明細書で開示された。本発明の加熱ランプは、
加熱ランプのまわりの空気流を「絞る」（すなわち、制限する）のに十分な寸法を有利に
備える加熱ランプ基部を含む。空気流を制限することによって、加熱ランプ外囲器は高温
に維持することができ、それによって、加熱ランプ外囲器へのフィラメント材料および／
またはハロゲンガスの堆積が防止され、このようにして、フィラメントへのフィラメント
材料の再堆積の増加が可能になる。フィラメントへのフィラメント材料の再堆積の増加が
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可能になると、フィラメントの早すぎる脆弱化または故障が防止され、したがって、加熱
ランプの有効寿命を延ばすことができる。本発明の加熱ランプは、加熱ランプの設置およ
び／または除去を容易にするために改善された握り面をユーザに与えるように構成された
基部の１つまたは複数の凹部をさらに含むことができる。ユーザの手が基部から滑り、加
熱ランプの帯電したまたは熱い構成要素に接触することによって引き起こされるユーザの
けがの可能性を、十分な握り面を設けることによって減少または除去することができる。
【００２５】
　前述は本発明の実施形態に関するが、本発明の他のおよびさらなる実施形態を本発明の
基本範囲から逸脱することなく考案することができる。
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【図３】
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